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中央新幹線品川・名古屋間の大深度地下使用の認可申請について 

 

 

 

 

当社は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（以下「大深度法」という。）第 14

条の規定に基づき、中央新幹線品川・名古屋間に係る大深度地下使用について、国土交通

大臣に認可申請を行いましたので、お知らせ致します。 
 
概要は別紙「中央新幹線品川・名古屋間に係る大深度地下使用の認可申請の概要」を  

ご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別紙 
 

中央新幹線品川・名古屋間に係る大深度地下使用の認可申請の概要 
 
◎事業の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 100万分の 1日本を複製したものです（承認番号 平 29情複、第 1538号）。 

なお、承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があります。 

 

 

現在、全国新幹線鉄道整備法に基づき、品川・名古屋間約 286km について、工事実施

計画の認可を受け整備を進めており、このうち、首都圏（事業区域①）及び中部圏（事

業区域②）において、通常利用されない空間である大深度地下を極力使用することとし

ています。 

 

 

◎大深度地下使用認可申請区間 

・事業区域①（図①参照） 

  ‐東京都品川区北品川三丁目地内から東京都町田市小山町地内まで 延長 33.3km 

  ‐地下 41mから地下 121m 

 

 ・事業区域②（図②参照） 

  ‐愛知県春日井市坂下町四丁目地内から愛知県名古屋市中区丸の内一丁目地内まで 

延長 17.0km 

  ‐地下 43mから地下 113m 

 

 

 

認可を受けた路線

山梨リニア実験線
駅

事業区域②

事業区域①

事業計画（中央新幹線品川・名古屋間）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図①（事業区域①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②（事業区域②） 

 
これらの地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000（地図画像）を複製したものです（承認番号 平 29情複、 

第 1538号）。なお、承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があります。 

 

 

 

 

※申請内容については、大深度法第 20条に基づき、関係する区市長が公告した後に、 

当社ホームページにおいて公表する予定です。 
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（参考：関係法令抜粋） 

◎大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 

（使用認可申請書）  

第 14条 事業者は、使用の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第 11条第 1項※1の事業にあっては

事業所管大臣※2を経由して国土交通大臣に、同条第 2 項の事業にあっては都道府県知事

に提出しなければならない。（中略） 

３ 第 1 項の規定により使用認可申請書を提出された事業所管大臣は、遅滞なく、当該使

用認可申請書及びその添付書類を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するもの

とする。 
  ※1) 中央新幹線は第 11条第 1項に該当。 ※2) 中央新幹線品川・名古屋間については、国土交通大臣 

（使用認可申請書の補正及び却下）  

第 15 条 前条の規定による使用認可申請書及びその添付書類が同条又は同条に基づく国

土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当の期間を

定めて、その補正を求めなければならない。（後略） 

（使用の認可の手続に関する土地収用法の準用）  

第 20 条 国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合

の手続については、前二条に規定するもののほか、土地収用法第 22 条から第 25 条まで

の規定を準用する。（後略） 

 
◎大深度法第 20条の規定により準用する土地収用法の規定 

（事業認定申請書の送付及び縦覧） 

第 24条 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可※3に関する処分を行おうとすると

きは、申請に係る事業が大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 16条※3に規定す

る要件に該当しないことが明らかである場合を除き、事業区域※3 が所在する市町村の長

に対して使用認可申請書※3 及びその添付書類のうち当該市町村に関係のある部分の写し

を送付しなければならない。 

２ 市町村長が前項の書類を受け取ったときは、直ちに、事業者※3 の名称、事業の種類及

び事業区域※3を公告し、公告の日から 2 週間その書類を公衆の縦覧に供しなければなら

ない。 
   ※3) 大深度法第 20条の規定により、土地収用法の規定中の条文を読み替えている。 

 
◎大深度法における大深度地下使用認可の手続きの概要（中央新幹線の場合） 

 


